平成23年度
社会福祉法人 郡上市社会福祉協議会事業計画
《理　　念》

支えあい　つながりづくり　まちづくり
《事業方針》

～地域住民自らが福祉力を高めることのできる地域づくりをめざします～
1． 地域の住民や団体の相互理解と協働・連携による福祉活動を推進します。
2． 利用者本位の福祉サービスを実現します。

3． 福祉ニーズを把握し総合的な支援体制の実現に努めます。

4． 情報公開と説明責任を果たし信頼される組織を目指します。

5． 法令を遵守し効率のよい自立した経営を行います。

《重点目標》

１．住みよい地域を作るため、地域で支えあうことのできる組織づくりを推進します。
２．災害時への対応と防災意識を高めるため、災害ボランティアの組織づくりを推進します。
３．地域のつながりと元気な高齢社会を実現するため、ふれあいいきいきサロン活動を推進します。
４．安定した事業所運営を継続するため、信頼され、効率のよい経営を確立します。
５．職場の資質向上を図るため、研修を統合一体的に実施します。

６．職員個々の意欲を喚起し、組織の活性化を図るため、人事考課制度導入の検討をします。
７．会員加入への理解を得るため、社協活動の一層の周知・普及に努めます。
《事業計画》

１．市民による支え合い助け合いのあるまちづくり
　１－１地域活動の拠点・「地域で支えあう住民組織づくり」

（１）地域活動の拠点・「地域で支えあう住民組織」づくり
地区公民館や地域の組織との連携を密にし、組織づくりを進めます。
①助成金による支援の実施（1組織１０万円）：新たに３団体の新設をめざします。
（２）福祉委員活動の推進
　　「災害時要援護者台帳」を活用した日常の見守りを具体的な内容として進めます。

①研修会の実施　：年２回以上の実施をめざします。
　　②助成金による支援の実施（福祉委員助成、１人２,０００円）
　
　１－２地域のつながりづくり

（１）サロン活動の推進

　　ふれあい・いきいきサロンの立ち上げと仲間づくりを進めます。

①サロン運営に役立つネットワークを目指した講座の開催（南北で各１回以上開催）
　　②助成金による設立支援の実施（サロン助成、３年間５万円）
：自治会・地区会ベースで普及率３％向上をめざします。（6か所の増）
　　③交流会、研修会の実施　：２０か所のサロンが交流会を実施できることをめざします。
　１－３市民活動・ボランティア活動への協力支援

（１）ボランティア活動の推進

　　①ボランティアセンター機能（登録、相談、育成）の充実
　　　・「地域福祉活動事業助成」を行います。（３万円、１０団体３０万円を予定）
　　　・「ボランティア保険助成」を行います。（１人１８０円、１５００人、２７万円を予定）

　１－４災害時に対応できる地域づくり

（１）災害時に対応できる地域の体制整備

　　災害ボランティア登録制度の充実と災害ボランティアセンターが設立できる人材を育成します。

①災害ボランティア受け入れについての研修の実施（年２回）：登録者１０人増をめざします。
２．安心して地域で暮らせる仕組みづくり
　２－１相談支援体制の整備
（１）福祉相談事業

　　①「無料法律相談」の実施（毎月１回、市内巡回７ヶ所、1回6人まで、弁護士による相談）
　　②「心配ごと相談」の実施（毎月１回、旧町村単位７ヶ所）
　　③障がい者サポートセンターの受託（専門員による障がいに関する相談受付）

　２－２市民に分かりやすい情報の提供
（１）福祉に関する情報提供の整備
　　①「社協だより」の発行（年４回発行）
　　②ホームページの運用（毎月更新）
（２）イベントによる広報啓発

　　①市内の福祉関係者と市民との接点の場作り、地域福祉の重要性と手法を周知するため、各地域において
福祉の集い等を開催します。
　　②盲導犬の育成を支援するため「盲導犬サーブチャリティーゴルフ大会」の開催を支援します。
　　　期日：6月4日、　場所：郡上市高鷲町
　２－３安心して適切なサービスを利用できる仕組みづくり

（１）地域に根差した事業所の活動
　　①各事業所において介護講習会等、地域に根差した活動を実施します。
（２）施設従事者の資質の向上

　　①各事業所の計画研修を実施します。
　　②郡上市全体における事業所間ネットワークの構築を推進します。
　　　・郡上市通所系事業所連絡会、郡上市訪問介護事業所連絡会の開催
（３）福祉サービスの提供

　　　介護保険サービス、障がい者自立支援サービスを戦略的に実施します。
　　①居宅介護支援事業の実施　：地域に積極的に出向き地域から信頼される事業所を目指します。
・ケアプランの作成、認定調査の実施。
・八幡明宝介護相談センター（郡上市八幡デイサービスセンター内）、大和介護相談センター（大和保健福
祉センターやまつつじ内）、高鷲白鳥介護相談センター（高鷲健康管理センター内)、美並介護相談セン
ター（美並健康福祉センターさつき苑内）の４か所の事業所で実施します。

　　②通所介護事業（デイサービス）の実施　：より良いサービスを提供するため研修会を企画し実施します。
　　　・郡上市八幡デイサービスセンター、おなびデイサービスセンター、デイサービスセンターやまと、白鳥
デイサービスセンター、白鳥東部デイサービスセンター、白鳥北部デイサービスセンター、高鷲デイサー
ビスセンター、美並デイサービスセンター、明宝デイサービスセンターの計９か所のデイサービスセンタ
ーを指定管理（０円指定）にて経営します。
・９か所の定員数の合計は２４０人です。
また、９か所中８か所で障がい福祉サービス事業を行います。（定員内）
　　③訪問介護事業の実施　：愛ある温かいサービスを提供する為に、自身の健康に気を付け、事故のない行動をし
　　　　　　　　　　　　　研修に積極的に参加します。
　　　・ホームヘルパーステーションあい愛を郡上市八幡デイサービスセンター内に置き、八幡地域と明宝地
域を活動範囲としてサービスを実施します。障がい福祉サービスにも対応します。
　　④訪問入浴事業の実施　
　　　・ボイラーを積載した特殊車両を使用し、自宅のベッドサイドで入浴することができるサービスです。

・明宝デイを拠点に他業者が実施しない明宝地域にて実施します。
　　⑤障がい福祉サービス事業の実施　：個々のニーズに合わせたサービスの展開を目指します。
　　　障がい福祉サービス、訓練の場として4事業所を経営します。
　　　ウイングハウス（八幡町）：社協所有の施設、生活介護(定員１０人)、生活訓練(定員６人)、就労継続支援
　　　　　　　　　　　　　　　　B型（定員１０人）

　　　みずほ園（大和町）　　　：指定管理施設、生活訓練（定員６人）、就労継続支援B型（定員２０人）

　　　ぽぷらの家（高鷲町）　　：指定管理施設、就労継続支援B型（定員１０人）

　　　すみれ作業所（美並町）　：指定管理施設、就労継続支援B型（定員２０人）

　　⑥高齢者介護予防事業の受託

　　　・要介護状態にならないよう、適切な運動を指導し機能低下を防ぐサービスを５か所、郡上市の委託
　　　　で行います。
　　⑦生活管理指導員派遣事業の受託

　　　・介護保険に該当しない高齢者で、自立した生活が営めるよう調理や買い物などの生活の訓練を行うサー
　　　　ビスを郡上市の委託で行います。

　　⑧高齢者等の生活支援事業

・高齢者世帯又は障がい者のみの世帯に対し雪下ろし費用の一部を助成します。

（４０件、２０万円を予定）
　２－４サービス利用者の権利を守るための取り組み
（１）福祉サービスの利用促進
　　①日常生活自立支援事業の実施　

・物忘れが頻繁だったり、自分で判断することがスムーズにできない一人暮らしで、親族等からの援助が
受けられない方に対し、金銭管理や重要書類などの預かりサービスを行うことで自立生活の支援をする
サービスを実施します。

・支援員に実費弁償（上乗せ分）を支払います。　（１５時間×１２月×１,０００円＝１５万円を予定）
　　②生活福祉資金の相談・受付の実施
　　　・低所得者、高齢者、障がい者世帯に対し目的別の資金貸付の窓口業務を行います。

　　③低額つなぎ資金の貸付

　　　・生活保護及び生活福祉資金の申請者で、手持ちのお金のない方に対し一時緊急避難的に2万円を

　　　　限度に貸出し、生活を支援します。

　　③交通遺児激励金の支給　
　　　・親を交通事故で亡くした高校生までの方に対し、激励金を支給します。

　　　　（幼児：２０,０００円、小学生：３０,０００円、中学生４０,０００円、高校生５０,０００円、

修学旅行助成　小学６年生：２２,０００円、中学３年生：５３,０００円、高校２年生８５,０００円）

（２）サービス利用者の苦情解決体制の継続
　　①苦情相談窓口の設置　
・各事業所に置く苦情相談窓口で対応します。
　　②第三者委員（３人）、苦情解決責任者（１人）、苦情受付担当者（１人）で対応します。
（３）介護サービス情報公表制度の実施
　　①インターネットを利用し、施設の情報を公開します。
３．福祉のまちを育む人づくり・環境づくり

　３－１福祉共育（教育）の推進

（１）福祉共育（教育）講座（福祉文化カレッジ）
　　①ホームヘルパー２級養成講座の実施　
・定員３０人で実施します。
　　②傾聴サポーター養成研修の実施　
・４回程度の連続講座で実施します。
　　③視覚障がい者サポーター養成研修の実施
　　　・３回程度の連続講座で実施します。
　　④福祉施設見学ツアーの実施　
・南北各１回開催します。
（２）学校教育との連携強化

　　①助成金による支援の実施　　

・「福祉推進校活動助成」を行います。　（１校３万円を上限、３５校１０５万円を予定）
　　　②学校福祉共育促進事業の実施　
・担当教諭の研修（1回開催）、福祉共育プログラムの提供、機材の貸し出し、福祉活動発表会（1回開
催）、学校への出前講座を実施します。
　　③夏福祉体験事業の実施　
・夏休みを利用し、子供たちに市内の福祉・教育施設、ボランティアやサロンなどの福祉活動に触れるこ
　とができる機会づくりを教育委員会との共催で開催します。　（６５０人程度参加予定）
　３－２快適で暮らしやすい生活環境の整備
（１）交通バリアフリー化の推進

　　①福祉車両貸与事業の実施
・電動リフト装着軽自動車1台を無償で貸与します。燃料については利用者が負担。（７０件程度の利用予定）
４．社会福祉協議会の基盤強化

（１）組織の充実

①理事会、評議員会の開催　（理事会５回、評議員会３回程度開催）
②委員会の開催：総務委員会　（毎月１回開催）
③会議の開催：地域連携会議、基幹会議、事業会議、管理者会議（定例又は随時開催）
④目標設定及び評価活動の実施
・事業所、個人で人事考課制度に向け取り組みます。
⑤郡上市地域福祉活動計画の見直し

　・平成２４年から２８年までの５年間の行動計画を策定します。

（２）財政基盤の強化

①会員募集による自主財源の確保

一般会費　１口　１,０００円　：全世帯の８５％の加入率をめざします。（前年度　８４％）
・社協活動を理解していただき、多くの方に会員になっていただくよう自治会を通じ依頼いたします。

賛助会費　１口　５,０００円　：３５０事業所の会員加入をめざします。
②資産運用の実施
・積立金、基金の適切な資産運用（地方債等）を行います。
　　③効率的な経営感覚修得の推進
　　　・会計事務所による会計指導を受ける。
　　　・管理者の経営意識の向上に努めます。
（３）職員体制の整備と資質向上

①職員の資格取得の促進

・介護福祉士、社会福祉士、介護支援専門員、サービス管理責任者等の資格取得を支援します。
　　②人事考課制度導入の検討
　　　・意欲の持てる職場づくりと職員の資質の向上を図るため、人事考課制度導入の検討を行います。
　　③職員研修体系に基づく計画的な研修の実施

　　④ヒヤリハット報告、事故報告に基づく検証と業務改善
５．その他団体事務

（１）岐阜県共同募金会郡上市共同募金委員会
①共同募金運動の実施

・赤い羽根募金、歳末たすけあい募金を一元化して実施します。（目標：総額８５０万円）
歳末助け合い事業の実施　
・幼稚園保育園における福祉教育活動の支援　1人当たり５００円支給します。（１,３００人を予定）
②配分申請調整機能の充実

・配分申請受付、連絡調整を行います。　（社会福祉法人、NPO法人、ボランティア団体等に周知）
（２）日本赤十字社岐阜県支部郡上市地区

①社員増強運動、社資募集

・日本赤十字社社員の募集（社資５００円）、社員管理事務を行います。（目標：640万円）
②赤十字奉仕団の支援
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